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伊賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（伊賀市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 伊賀市職員の給与に関する条例（平成 16年伊賀市条例第59号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則に次の４項を加える。 

 （平成25年４月１日における号給の調整） 

25 平成 25年４月１日（以下この項において「基準日」という。）において、第 17条

の２に規定する管理職手当の支給を受ける職員以外の職員であって、その職務の級に

おける最高の号給を受ける職員以外の職員（第３条第１項第１号に規定する行政職給

料表の適用を受ける職員にあっては、平成19年１月１日において、その職務の級が４

級以下の職員（同年中において職務の級が５級となった職員を除く。）であって、基

準日において、その職務の級が３級以下の職員に限る。）のうち、平成 20年１月１日

において第４条第３項の規定により昇給した職員（同日における昇給の号給数の決定

の状況等を考慮して規則で定める職員を除く。）及び当該職員との均衡上必要がある

と認められるものとして規則で定める職員の基準日における号給は、この項の規定の

適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の１号給上位の号給とする。 

26 伊賀市職員の育児休業等に関する条例（平成 16年伊賀市条例第 47号。以下「育児

休業条例」という。）第 11 条第１号に規定する育児短時間勤務をしている職員に対す

る前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、そ



の者の給料月額は、当該号給に応じた額に、伊賀市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成16年伊賀市条例第 46号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第２項の

規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする」とする。 

27 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第

17条の規定による勤務をしている職員について準用する。 

28 育児休業条例第 15条第２号に規定する短時間勤務職員に対する第 17項の規定の適

用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、

当該号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第４項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」と

する。 

（伊賀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 伊賀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成 18年伊賀市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第８項中「同一の給料表の適用を受ける職員」の次に「（第３条第１項第３号に

規定する医療職給料表の適用を受ける職員に限る。）」を加え、「（適用される給料表

が、行政職給料表である者にあっては、当該給料月額に 100分の99.1（任用の事情を考

慮して規則で定めるものにあっては市長が別に定める率）を乗じて得た額、教育職給料

表である者にあっては、当該給料月額に 100分の 99.55を乗じて得た額とし、その額に

１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）」を削る。 

   附 則 

この条例は、平成 25 年７月１日から施行し、第１条の規定による改正後の伊賀市職員

の給与に関する条例の規定は、平成25年４月１日から適用する。 

 


